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（様式３） 情報提供用シート 大船渡市 

 
 

要望月日 要望項目 要望内容 取組状況（方針） 
振興 

局名 

担 当 

所属名 

反映 

区分 

令和６年
７月11日
（木） 

１  国際
リニアコ
ライダー
( ＩＬＣ )
の実現に
ついて 

 国際リニアコライダー(ＩＬＣ)計画につきまし
ては、現在、ＩＬＣ国際推進チームを中心に、実施
プロセスの草案作成を担う国際有識者会議や、世
界の研究機関の役割分担により開発研究を行うＩ
ＬＣテクノロジーネットワークによる各般の取組
が進められております。 
 令和５年２月、このようなＩＬＣ実現に向けた
取組を後押しするとともに、一層の機運醸成に努
め、日本政府への働き掛けを強めることを目的に、
岩手、宮城両県 17 市町から成る「国際リニアコラ
イダー(ＩＬＣ)の誘致実現を目指す建設地域期成
同盟会」が発足し、本市もその一員として、実現に
向けた活動を鋭意推進してまいります。 
 北上高地でのＩＬＣ実現は、本市の持続可能な
まちづくりに多面的な波及効果をもたらすものと
認識しております。 
 建設資機材や研究機器の荷役・保管検査・輸送に
伴う、重要港湾・大船渡港の利活用を始め、地域の
産業技術の高度化や新たな産業の立地、観光・交流
人口の拡大等は、本市発展のための重要な要素で
あり、北上高地と本市を結ぶ国道 107 号や 397 号
の改良整備、大船渡港の機能強化との相乗作用に
より、その効果は、より大きくなると考えられま
す。 
 つきましては、ＩＬＣの早期実現に向け、国民の
ＩＬＣに対する関心と理解を一層高めることはも
とより、次の事項について、国に対して強く働き掛
けていただきますよう、特段の御配慮をお願いい

 国際リニアコライダー（ＩＬＣ）は、我が国が標
榜する科学技術立国の実現など、成長戦略に貢献
する極めて重要な計画であり、ＩＬＣの東北への
建設は、国際研究都市の形成や関連産業の集積等
が期待されており、世界に開かれた地方創生や東
日本大震災津波からの創造的復興につながること
から、これまでもその実現に向けて、県内はもとよ
り、東北ＩＬＣ推進協議会など多くの関係団体等
と連携しながら東北一丸となって様々な活動を推
進してきたところです。 
 現在、ＩＬＣ国際推進チームにおいて、国際協働
による研究開発や政府間協議に向けた取組が進め
られているところであり、また、国では令和６年２
月に内閣府と文部科学省の「将来の高性能加速器
に関する連絡会」が設置されたところです。県では
こうした取組が加速するよう、令和６年６月の「令
和７年度政府予算等に関する提言・要望」におい
て、国に対し、以下の事項について要望を行いまし
た。 
 
 １ 国際協働による加速器の研究開発等が着実

に進むよう必要な予算措置を講じること 
 ２ 関係省庁が連携して取り組む国家プロジェ

クトとして位置づけ、政府全体で誘致を推進
すること 

 ３ 日本政府が主導し、国際的な議論を推進す
ること 

 

沿岸広
域振興
局 

経営企
画部 

Ｂ：２ 

【反映区分】 
A：提言等の趣旨に沿って措置したもの 
B：実現に努力しているもの 
C：当面は実現できないもの 
D：実現が極めて困難なもの 
S：反映区分の選択になじまないもの 
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要望月日 要望項目 要望内容 取組状況（方針） 
振興 

局名 

担 当 

所属名 

反映 

区分 

たします。 
 
(１) 国際プロジェクトであるＩＬＣ計画を主導

する立場として、各国との資金の分担や研究
参加に関する国際調整等、国際的な議論を積
極的に推進し、確実な実現を図ること。 

 
(２) ＩＬＣ計画を我が国の科学技術の進展や地

方をつなぐ産業・情報・技術のネットワークの
形成、成長戦略、地方創生等の柱に位置付ける
こと。 

令和７年度の政府予算案においては、国際協働
による研究開発を継続して推進するための予算が
盛り込まれたところであり、今後も関係団体等と
連携を図りながら、引き続き国への働きかけを行
うほか、受入環境の整備やＩＬＣ実現の機運醸成
などに取り組んでいきます。(Ｂ) 
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要望月日 要望項目 要望内容 取組状況（方針） 
振興 

局名 

担 当 

所属名 

反映 

区分 

令和６年
７月11日
（木） 

２  テレ
ビ共同受
信施設の
改修整備
に対する
支援につ
いて 

 本市におきましては、地形的な制約から、住民団
体が自主的にテレビ共同受信施設を整備してテレ
ビを視聴している地域が点在しております。 
 現在、そうした施設の多くは、整備から 20年以
上が経過しており、保有する伝送施設等の劣化・老
朽化の進行に伴い、テレビ電波を安定して受信で
きない状況にあります。 
 こうした現状に鑑み、本市におきましては、岩手
県の地域経営推進費を活用しながら、テレビ難視
聴地域解消事業として、当該住民団体に対して施
設・設備改修費の一部を補助し、状況の改善に努め
ております。 
 しかしながら、多くの施設において改修費用が
高額となるため、住民団体による自己負担はもと
より、市の負担も大きく、補助制度の維持に大変苦
慮しております。 
 つきましては、テレビ共同受信施設の改修を促
進し、居住環境による情報通信格差の解消に資す
るため、テレビ難視聴地域解消に係る県補助制度
の拡充について、特段の御配慮をお願いいたしま
す。 

 共聴施設の老朽化対策は重要な課題であること
から、県では、市町村が共聴施設の改修や更新に対
して補助を行う場合に、地域経営推進費により支
援を行っています。 
 地域経営推進費については、広域振興局におい
て各市町村からの要望を踏まえ、地域課題に則し
た、より実効性の高い施策に対応できるよう、予算
配分を行っているところです。 
 また、これまでも国に対し、維持管理及び老朽化
に伴う更新に対する支援制度の創設等について要
望しており、令和６年６月に実施した「令和７年度
政府予算提言・要望」においても要望を行ったとこ
ろです。 
 今後も、市町村と連携し、県内の共聴施設の実情
把握に努め、地域経営推進費による市町村の取組
支援や、国に対する支援制度の創設等に係る要望
を継続していきます。（Ｂ） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

沿岸広
域振興
局 

経営企
画部 

Ｂ：１ 
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要望月日 要望項目 要望内容 取組状況（方針） 
振興 

局名 

担 当 

所属名 

反映 

区分 

令和６年
７月11日
（木） 

３  大船
渡湾の効
果的な水
質保全対
策の実施
について 

 これまで、本市におきましては、閉鎖性海域であ
る大船渡湾の水質改善を図るため、県御当局とと
もに、大船渡湾水環境保全計画に基づき、大船渡湾
水環境保全計画推進協議会を構成する関係機関と
連携しながら、各種水質浄化対策を講じてまいり
ました。 
 また、津波防御や湾内の静穏度を保つための外
郭施設であり、湾内の水質への影響が懸念される
湾口防波堤につきましても、船通しや通水管によ
る外海との海水交換機能が設けられております。 
 しかしながら、県が実施する公共用水域水質測
定の結果において、近年は、湾奥部におけるＣＯＤ
(化学的酸素要求量)75％値が、令和２年度を除い
て環境基準を超過する傾向で推移しており、更な
る対策の充実・強化が求められているところであ
ります。 
 こうした中、県におきましては、本市と連携し、
現状と課題、これまでの取組の検証結果等を踏ま
え、新たな大船渡湾水環境保全計画(計画期間：令
和６年度～令和 15 年度)を令和６年３月に策定し
ており、計画に基づく、より実効性の高い事業展開
を図ることとしております。 
 つきましては、こうした諸般の事情を踏まえ、次
の事項について、特段の御配慮をお願いいたしま
す。 
 
(１) 大船渡湾の水質の調査研究及び監視を引き

続き行うとともに、それらの結果に基づく、水
質浄化に向けた実践的かつ効果的な対策を講
ずること。 

 
(２) 大船渡湾水環境保全計画(令和６年３月策

(１) 県では、公共用水域の常時監視や漁場環境
監視調査（水産技術センター）の実施により、
大船渡湾の水質汚濁の実態把握に努めている
ところです。 

   また、令和３・４年度に実施した大船渡保健
福祉環境センターと県立大学の共同研究で
は、都市下水路の汚濁負荷量が高いとの結果
が得られており、都市下水路に流入する小規
模事業所排水及び生活雑排水の負荷量低減に
向けて、貴市や関係団体と連携して取り組ん
でいくことが重要と考えています。 

   こうした調査結果や研究成果を踏まえ、大
船渡湾水環境保全計画が効果的に推進される
よう、引き続き貴市等と連携して取り組んで
いきます。（Ｂ） 

 
(２) 大船渡湾水環境保全計画の重点施策となっ

ている産業系排水対策について、県では水質
汚濁防止法の規制対象事業場への定期的な監
視・指導を行っており、引き続き事業場への指
導等を行っていきます。 

   また、排水規制を受けない小規模事業場に
ついては、計画的に立入検査を実施し、適切な
排水処理の指導を行うとともに、事業者に対
し貴市との環境保全協定の締結を勧めるな
ど、汚濁負荷量の削減に向けた取組を推進し
ていきます。（Ａ） 

 
(３) 湾口防波堤施設(通水管などを含む)につい

ては、港湾巡視等により状況把握をしながら、
引き続き、国・県・市と連携して効果の確認に
必要な水質等のデータ収集、共有を図り、適切

沿岸広
域振興
局 

保健福
祉環境
部、土
木部 

Ａ：２、 
Ｂ：１ 
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要望月日 要望項目 要望内容 取組状況（方針） 
振興 

局名 

担 当 

所属名 

反映 

区分 

定)の新たな重点施策となる産業系排水対策
について、水質汚濁防止法に基づく工場・事業
場への指導・立入検査や小規模事業者への指
導等、湾内に流入する汚濁負荷量を削減する
取組を総合的かつ計画的に実施すること。 

 
(３) 湾口防波堤施設(通水管等を含む)の適切な

管理に努めるとともに、海水交換機能に関す
る継続した効果検証について情報共有を図る
こと。 

な維持管理に努めていきます。（Ａ） 
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要望月日 要望項目 要望内容 取組状況（方針） 
振興 

局名 

担 当 

所属名 

反映 

区分 

令和６年
７月11日
（木） 

４  岩手
県立大船
渡病院の
医療体制
の充実・強
化につい
て 

 岩手県立大船渡病院につきましては、本市を含
む気仙地域の基幹病院として、救急医療を始めと
する各種診療機能の充実が図られております。 
 住民の命を守る地域医療の砦であることはもと
より、災害発生時においては災害拠点病院として、
さらには、救命救急センターを有し、本年４月から
は、本市及び住田町が積極的に協力する中で、ドク
ターカーの運行が開始された県立大船渡病院の果
たすべき役割は、一層大きくなっております。 
 つきましては、将来にわたって安全・安心な地域
完結型医療を確保するため、次の事項を重点に県
立大船渡病院の医療体制を充実・強化されるよう、
特段の御配慮をお願いいたします。 
 
(１) 麻酔科、脳神経内科、呼吸器内科、耳鼻咽喉

科、皮膚科及び放射線科の常勤医師を配置す
ること。 

 
(２) 安心して出産できる環境づくりに資するよ

う、地域周産期母子医療センターとしての拠
点機能を充実させるため、産科医師の増員を
図ること。 

 
(３) ドクターカーの継続・本格運用に向け、救命

救急センター医師の複数配置を維持及び拡充
すること。 

(１) 麻酔科、脳神経内科、呼吸器内科、耳鼻咽喉
科、皮膚科及び放射線科の常勤医師の配置に
ついては、これまでも関係大学に対して医師
の派遣を要請していますが、派遣元の大学に
おいても医師の絶対数が不足していることか
ら厳しい状況が続いているため、関係大学か
らの診療応援や県立病院間の連携等により診
療体制の維持に努めているところです。 

   県においては、引き続き、関係大学等に医師
の派遣を強く要請していくほか、即戦力とな
る医師の招聘活動や奨学金養成医師の計画的
な配置等に努めながら、必要な医療が提供で
きるよう医師の確保に取り組んでいきます。
（Ｂ） 

 
(２) 産婦人科の医師についても、医師不足によ

る厳しい状況が続いていますが、令和７年１
月現在で産婦人科６名を配置しているところ
であり、更なる増員は厳しい状況です。 

   県では、地域の周産期母子医療体制の充実
を図るため、令和２年度から医療局医師奨学
資金において、将来、産婦人科を選択する意思
を持つ医学生を対象に貸付を行う「産婦人科
特別枠」を創設したほか、関係大学に医師の派
遣要請を行うなど、引き続き、医師確保に取り
組んでいきます。（Ｂ） 

 
(３) ドクターカーについては、令和６年４月よ

り試行的に実施しているところです。 
また、救急科の医師確保については、これま

でも関係大学に対して医師の派遣を要請して
いますが、派遣元の大学においても医師の絶

沿岸広
域振興
局 

経営企
画部 

Ｂ：３ 
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要望月日 要望項目 要望内容 取組状況（方針） 
振興 

局名 

担 当 

所属名 

反映 

区分 

対数が不足していることから厳しい状況が続
いています。 

  県においては、引き続き、関係大学等に医師
の派遣を強く要請していくほか、即戦力とな
る医師の招聘活動や奨学金養成医師の計画的
な配置等に努めながら、必要な医療が提供で
きるよう医師の確保に取り組んでいきます。
（Ｂ） 
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要望月日 要望項目 要望内容 取組状況（方針） 
振興 

局名 

担 当 

所属名 

反映 

区分 

令和６年
７月11日
（木） 

５  野生
鳥獣被害
対策の充
実・強化に
ついて 

 野生鳥獣による農林産物への被害につきまして
は、森林環境の変化や耕作放棄地の増加等により、
里山と居住区域間の緩衝地帯機能が低下したこと
に伴い、被害が年々深刻化、広域化しております。 
 本市におきましては、長年、集落周辺に棲みつく
ニホンジカの被害に悩まされていることに加え、
近年は、ツキノワグマの出没も増加しており、人身
被害も発生しています。 
 また、ニホンザルやイノシシについても、人里へ
の出没や被害に関する情報が多数寄せられてお
り、こうした多様な野生鳥獣による被害の拡大が、
一層懸念される状況になっております。 
 つきましては、野生鳥獣による被害の軽減を図
るため、次の事項について、特段の御配慮をお願い
いします。 
 
(１) ニホンザルについて、五葉山ニホンザル生

息状況調査事業の結果を鳥獣保護管理事業計
画に反映するとともに、第二種特定鳥獣管理
計画を作成する等、必要な管理施策を講ずる
こと。 

 
(２) 岩手県鳥獣被害防止総合支援事業につい

て、必要な予算を継続して確保しながら、事業
の充実・強化を図ること。 

 
(３) 捕獲の担い手の確保や被害防除技術の開発

普及等、効果的な施策の充実・強化を図るこ
と。 

(１) 本県のニホンザルは、五葉山地域を中心に
出没件数や農作物被害が増加するなど、近年、
各種被害が顕在化しており、保護と管理の両
立に向けて被害対策を行う必要があると認識
しています。 

  ニホンザルに関する第二種特定鳥獣管理計
画の策定に当たっては、群れの分布や個体数、
生息状況など、現状をしっかりと把握する必
要があると考えており、被害防止対策などを
含め、引き続き、市町村や猟友会、有識者等と
意見交換を行いながら、対応を検討していき
たいと考えています。（Ｂ） 

 
(２) 鳥獣被害防止対策を推進する当該事業は国

庫事業を活用しているため、県では国に対し、
事業の継続とともに必要な予算の措置を要望
しており、今後も、機会を捉えて事業の充実強
化を国に要望していきます。（Ｂ） 

 
(３) 有害鳥獣の捕獲の担い手である狩猟者確保

に向けて、狩猟免許試験に向けた予備講習会
を受講料無料で開催するとともに、受験者の
利便性や市町村の要望を踏まえ、狩猟免許試
験の休日開催や県内各地で試験を行うなど、
狩猟者の確保に取り組んでいます。（Ａ） 

   また、イノシシの捕獲技術研修会や若手狩
猟者を対象とした解体技術研修会を開催して
いるところであり、引き続き狩猟者の技能向
上に取り組んでいきます。（Ａ） 

   被害防止技術の開発について、県では、国や
民間等の先進的な技術を活用するため、イノ
シシ捕獲技術の実証、ドローンを活用した鳥

沿岸広
域振興
局 

農 林
部、保
健福祉
環境部 

Ａ：２、 
Ｂ：３ 
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要望月日 要望項目 要望内容 取組状況（方針） 
振興 

局名 

担 当 

所属名 

反映 

区分 

獣の生息状況調査方法やシカの追込み方法の
実証のほか、五葉山周辺のニホンジカ対策と
して、動物位置情報システムを活用したニホ
ンジカの生息域調査に広域で取り組んできて
おり、今後も効果的な被害防除技術の普及に
向けた取組を進めていきます。（Ｂ） 
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要望月日 要望項目 要望内容 取組状況（方針） 
振興 

局名 

担 当 

所属名 

反映 

区分 

令和６年
７月11日
（木） 

６  吉浜
海岸の復
旧整備に
ついて 

 吉浜海岸につきましては、本市三陸町吉浜に位
置する砂浜が広がる海岸であり、東日本大震災前
は、県内外から多くの海水浴客が来訪する本市の
代表的な海水浴場でありましたが、震災による防
潮堤の倒壊や砂の流出により、石の露出や海中に
コンクリートがれきが確認されているほか、吉浜
川からの落ち葉流入による海中の視界不良等、安
全が確保できない状況となっておりました。 
 本市におきましては、復興交付金の活用による
砂浜の災害復旧について検討しましたが、吉浜海
岸は、岩手県が海岸管理者である農地海岸であり、
復興交付金事業は、海岸管理者による事業執行で
なければ認められず、事業実施には至らなかった
ところであります。 
 平成 30 年度には、市ががれき等を撤去し、遊泳
区域を制限した上で海水浴場を開設しましたが、
令和元年度以降は、新たな海中がれきの発見・確認
等により、開設を見送らざるを得ない状況が続い
ております。 
 こうした中、地域住民等からは、一日も早い吉浜
海岸の復旧や活用を願う声のほか、状況改善に向
けた速やかな対応を求める要望等が、多数寄せら
れております。 
 つきましては、吉浜海岸において、誰もが安全に
遊泳できるようにするため、必要な予算を十分に
確保した上で海岸の早期の復旧整備を図るよう、
特段の御配慮をお願いいたします。 

 県では、これまで吉浜海岸の堤防復旧工事の際
に周辺部のガレキを撤去したほか、貴市が実施し
た海中調査を踏まえ、令和２年度及び３年度に海
中ガレキ撤去を追加で実施したところです。 
 また、貴市からの要望を受け、令和５年度及び６
年度には海岸線付近の海底地形を把握するための
測量を実施し、その際に確認された海中ガレキは、
撤去が完了しました。 
引き続き、安全に遊泳できる吉浜海岸の整備に

向け、貴市と連携を図っていきます。（Ｂ） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

沿岸広
域振興
局 

農林部 Ｂ：１ 
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要望月日 要望項目 要望内容 取組状況（方針） 
振興 

局名 

担 当 

所属名 

反映 

区分 

令和６年
７月11日
（木） 

７  サケ
増殖事業
の充実・強
化と新た
な養殖品
種導入に
係る支援
について 

 本市におけるサケの水揚状況につきましては、
東日本大震災前と比較して、市内ふ化場における
稚魚生産数が回復していない現状と相まって、令
和５年度の実績は、県全体同様に過去最低の不漁
となる等、依然として厳しい状況が続いておりま
す。 
 さらに、今春の稚魚放流数につきましても、県外
から種卵を移入する等して確保に努めましたが、
震災前の２割程度となり、４年後の回帰にも影響
が避けられない状況にある等、サケ漁業を取り巻
く環境は、正に危機的な状況となっております。 
 こうした中、県内ではサケ科魚類の海面養殖事
業が本格化する等、海洋環境の変化に対応しなが
ら、持続可能な水産業を目指す新たな取組が進め
られており、本市におきましても、令和２年度か
ら、本市の海域に適した養殖品種導入の可能性を
探る調査事業を実施し、実現に向け、関係団体とと
もに検討を深めているところであります。 
 つきましては、本県におけるサケ資源の早期回
復とサケ増殖事業の安定化に加え、地域の水産業
を支える新たな養殖品種の導入を促進するため、
次の事項について、県としての取組を強化すると
ともに、なお一層関係機関に働き掛けていただき
ますよう、特段の御配慮をお願いいたします。 
 
(１) 将来にわたって効率的かつ安定的にサケの

資源確保が図られるよう、サケ資源減少要因
の早期究明と回帰尾数の増大に向けたふ化放
流技術の向上に係る調査研究の強化を図るこ
と。 

 
(２) 安定的かつ計画的な種卵確保のため、ふ化

(１) サケ資源の減少要因について、県では、これ
までサケ稚魚の沿岸滞泳期の分布密度等を調
査し、放流時期の海水温の急激な上昇等が稚
魚の生残に影響を与えていると分析していま
すが、全容の解明に向け、回遊海域における広
域的な調査の充実や、県が実施する調査研究
への支援を国に要望しているところです。 

   また、近年の海洋環境の変化の中、大型で遊
泳力の高い強靱な稚魚を春先の海水温の上昇
期以前に放流することで、回帰率が高まる研
究成果が得られていることから、餌の改良や
種卵の消毒など大型で強靱な稚魚の生産技術
の生産現場への普及について、今後も継続し
て取り組んでいきます。（Ｂ） 

 
(２) 種卵確保に係る連携強化について、県では

一般社団法人岩手県さけ・ます増殖協会、岩手
県定置漁業協会及び関係漁協が連携して海産
親魚の使用などに取り組むほか、県外からの
種卵移入やふ化場間の種卵の移出入調整な
ど、確実に種卵を確保できる体制を構築し、関
係者間の連携が強化されるよう引き続き支援
していきます。 

   また、ふ化場の運営費の確保については、国
の復興財源を活用した「さけ資源緊急回復支
援事業」により、親魚確保や稚魚生産に係る経
費を支援していきます。（Ａ） 

 
(３) 新たな養殖種目の導入について、県では高

水温に強いアサリなどの新たな養殖種の導入
に向けた技術的支援を行っているほか、国に
対しても取組への支援を要望しているところ

沿岸広
域振興
局 

水産部 Ａ：１、 
Ｂ：３ 
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要望月日 要望項目 要望内容 取組状況（方針） 
振興 

局名 

担 当 

所属名 

反映 

区分 

場とサケ漁業者の連携を一層強化するととも
に、サケ回帰数の減少が経営に大きな影響を
及ぼすふ化場に対しては、運営費の確保等特
別な経営支援が図られるよう財政措置を講ず
ること。 

 
(３) 養殖生産量の増大、漁業者の所得向上及び

加工原料の確保につなげるため、新たな養殖
に取り組む漁業協同組合に対して財政的支援
を講ずること。 

 
(４) 市が実施する新たな養殖種目の検討に係る

調査や実証実験等を支援すること。 

です。（Ｂ） 
 
(４) 市が取り組む新たな養殖種目の検討に関す

る調査や実証試験については、各漁協の意向
を把握の上、県水産技術センター等と連携し
ながら、助言を行うなどの支援を行っていき
ます。（Ｂ） 
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要望月日 要望項目 要望内容 取組状況（方針） 
振興 

局名 

担 当 

所属名 

反映 

区分 

令和６年
７月11日
（木） 

８ 水門・
陸こうの
維持管理
費用に対
する財政
支援につ
いて 

 東日本大震災に伴う災害復旧事業として整備し
た水門・陸こう(21 基、うち遠隔操作９基)につき
まして、自動閉鎖や遠隔操作等の運用及び保守管
理が、令和３年度から開始されておりますが、施設
を安全かつ迅速・確実に閉鎖するためには、設備の
機能を維持する電気工作物や機械設備等の保守点
検及び定期更新が必要であり、これらの維持管理
に当たっては、震災前を上回る多額の費用を要し
ております。 
 つきましては、津波対策施設として整備した水
門・陸こうを将来にわたって安全・確実に機能させ
るため、その維持管理費用に対する財政支援につ
いて、特段の御配慮をお願いいたします。 

御要望の水門・陸閘等の維持管理費に対する財
政支援については、県においても喫緊の課題とな
っていることから、令和６年６月にも国に対して
水門・陸閘等の自動化、遠隔操作に係る維持管理
費、修繕費及び更新費について財政措置を講じる
よう要望したところであり、今後とも、様々な機会
を捉えて国に要望していきます。（Ｂ） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

沿岸広
域振興
局 

水産部 Ｂ：１ 
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要望月日 要望項目 要望内容 取組状況（方針） 
振興 

局名 

担 当 

所属名 

反映 

区分 

令和６年
７月11日
（木） 

９  気仙
地域と東
北横断自
動車道を
結ぶ一般
国 道 107
号の改良
整備促進
等につい
て 

 本市と県内陸部を結ぶ路線につきましては、急
カーブ、急勾配、峠部の路面凍結等、安全で安心な
通行を阻害する要因が多く残されており、こうし
た横断軸となる路線が、高規格幹線道路となって
いない本市におきましては、市民福祉の向上や地
域振興を図る上で、これら幹線道路の改良整備が、
極めて重要な課題となっております。 
 気仙地域と東北横断自動車道釜石秋田線宮守イ
ンターチェンジを結ぶ一般国道 107 号につきまし
ては、交流人口の拡大、救急・救助・救援活動の迅
速化及び農水産物の迅速な搬送に資するととも
に、国際リニアコライダー(ＩＬＣ)の実現の折に
も大切な役割を担う等、物流拠点機能を有する大
船渡港の利用促進等によって本市発展に寄与する
重要路線であります。 
 こうした中、令和３年６月、岩手県新広域道路交
通計画において、本市と遠野市間の一般国道 107
号が、一般広域道路に選定されるとともに、同区間
において、これに重なる形で、(仮称)大船渡内陸道
路が、高規格化を目指す「構想路線」に位置付けら
れました。 
 さらに、走行上の課題が多い白石峠区間につい
て、令和４年度に事業化され、令和５年度には環境
調査や地質調査が実施される等、早期着工に向け
て大きな期待が寄せられております。 
 つきましては、将来的には高規格道路の指定を
目指しながら、当面は、幹線横断道路及び重要物流
道路の代替・補完路としての機能が発揮されるよ
う、次の事項について、特段の御配慮をお願いいた
します。 
 
(１) (仮称)大船渡内陸道路の早期事業化を図る

(１) 県では、令和３年に策定した「岩手県新広域
道路交通計画」の中で、大船渡から遠野を結ぶ
ルートである一般国道 107 号を「一般広域道
路」として位置付けるとともに、さらに、これ
に重ねる形で将来の高規格道路としての役割
を期待する構想路線として「（仮称）大船渡内
陸道路」を位置付けました。 

   この計画に基づき、国道 107 号については、
将来的な高規格道路化を見据えた規格により
順次整備を進めていくこととしており、令和
４年度に事業化した「白石峠工区」の整備推進
に努めていきます。（Ａ） 

   また、大船渡内陸道路については、引き続
き、全国的な高規格道路ネットワークにおけ
る必要性の検討と併せて、おおまかなルート
や道路構造等の調査を進めていくこととして
います。 

   今後とも、国道 107 号を規格の高い道路と
して、着実に整備を進めるとともに、大船渡内
陸道路の調査の熟度を高めていきます。（Ｃ） 

   また、国では、重要物流道路については、令
和３年に都道府県単位で策定した広域道路交
通計画において高規格道路等に位置付けた路
線の中から追加指定を行う予定となっている
ことから、引き続き国の動向を注視していき
ます。（Ｂ） 

 
(２) 白石峠区間については、令和４年度に「白石

峠工区」として事業化しており、令和６年度
は、トンネル及び道路等詳細設計を進めてき
たところです。引き続き、早期着工に向けて、
整備推進に努めていきます。（Ａ） 

沿岸広
域振興
局 

土木部 Ａ：３、 
Ｂ：１、 
Ｃ：２ 
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要望月日 要望項目 要望内容 取組状況（方針） 
振興 

局名 

担 当 

所属名 

反映 

区分 

とともに、国道 107 号の重要物流道路への指
定等、道路ネットワークの強化を図ること。 

 
(２) 白石峠区間の早期完成及び荷沢峠での新た

なトンネルの建設や屈曲区間のショートカッ
ト等、改良整備の早期事業化を図ること。 

 
(３) 積雪や路面凍結時の対策の充実を図るこ

と。 

   荷沢峠については、早期の整備は難しい状
況ですが、交通量の推移や公共事業予算の動
向等を見極めながら総合的に判断していきま
す。（Ｃ） 

 
(３) 積雪や路面凍結時の対策については、速や

かな初期除雪やきめ細かな凍結防止剤の散布
等、適切な道路管理に努めていきます。（Ａ） 
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要望月日 要望項目 要望内容 取組状況（方針） 
振興 

局名 

担 当 

所属名 

反映 

区分 

令和６年
７月11日
（木） 

10  一般
国 道 397
号の改良
整備促進
等につい
て 

 一般国道 397 号につきましては、本市と県内陸
部を結ぶ基幹的な路線であり、地域連携や多様な
交流促進による自立的な社会形成を図る上で、極
めて重要な路線であると認識しております。 
 特に本路線は、重要港湾・大船渡港湾関連道路に
位置付けられ、大船渡港を発着点とする国際フィ
ーダーコンテナ定期航路の利用促進に資する貨物
輸送路線であるほか、国際リニアコライダー(ＩＬ
Ｃ)実現の折にも、施設設備に係る資機材や研究機
器の大船渡港からの搬送で利用が見込まれるな
ど、本路線が担う役割は、非常に大きいものがあり
ます。 
 このことから、港湾関連事業者や地域住民を始
め、市内外の多くの関係者から、早期の改良整備の
促進や豪雨に伴う土砂崩れ防止といった安全対策
の充実が、強く求められております。 
 つきましては、幹線横断道路としての機能が十
分に発揮されるよう、次の事項について、特段の御
配慮をお願いいたします。 
 
(１) 住田町地内子飼沢トンネルから栗木トンネ

ルまでの区間等の抜本的な改良整備の促進及
び早期完成を図ること。 

 
(２) 重要物流道路への指定に向けた取組を推進

すること。 
 
 
 
 
 
 

(１) 要望の区間については、早期の整備は難し
い状況ですが、今後の交通量の推移や公共事
業予算の動向等を見極めながら総合的に判断
していきます。（Ｃ） 

 
(２) 国では、重要物流道路については、令和３年

に都道府県単位で策定した広域道路交通計画
において高規格道路等に位置付けた路線の中
から追加指定を行う予定となっていることか
ら、引き続き国の動向を注視していきま  
す。（Ｂ） 

沿岸広
域振興
局 

土木部 Ｂ：１、 
Ｃ：１ 
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要望月日 要望項目 要望内容 取組状況（方針） 
振興 

局名 

担 当 

所属名 

反映 

区分 

令和６年
７月11日
（木） 

11  ( 仮
称)大船渡
中央イン
ターチェ
ンジの整
備に係る
支援につ
いて 

 本市を縦貫する三陸沿岸道路につきましては、
東日本大震災時においても安全に交通が確保さ
れ、救護活動や救援物資の搬送等により、「いのち
の道」として極めて重要な役割を果たすとともに、
供用区間の拡大により、人と物の交流拡大が一層
図られ、地域経済の活性化にも大きく貢献してい
るところであります。 
 こうした経験を踏まえ、本市におきましては、災
害に強い安全・安心なまちづくりの推進に加え、効
率的な物流機能の形成に資するため、本市中心市
街地と港湾地区から、より短時間で三陸沿岸道路
に接続できるインターチェンジの整備が急務であ
ると考えております。 
 つきましては、本市で調査・検討している（仮称）
大船渡中央インターチェンジの整備に係る手法や
財源等について、特段の御教授と御配慮をお願い
いたします。 

（仮称）大船渡中央インターチェンジの整備に
ついては、国の動向を見極めながら、関係制度の情
報提供をしていきます。（Ｃ） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

沿岸広
域振興
局 

土木部 Ｃ：１ 
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要望月日 要望項目 要望内容 取組状況（方針） 
振興 

局名 

担 当 

所属名 

反映 

区分 

令和６年
７月11日
（木） 

12  主要
地方道大
船渡綾里
三陸線及
び大船渡
広田陸前
高田線の
改良整備
促進につ
いて 

 主要地方道大船渡綾里三陸線につきましては、
本市の中心市街地から港湾整備地区である赤崎町
永浜・山口地区を経由し、三陸町綾里地区から三陸
町越喜来地区に至る路線として、大船渡広田陸前
高田線につきましては、末崎町から中心市街地に
至る路線として、共に通勤・通学を始めとする生活
関連及び産業道路として広く利用されておりま
す。 
 しかしながら、大船渡綾里三陸線につきまして、
一部区間が海岸沿いの低地にあることから、東日
本大震災の際には、津波の襲来により通行不能と
なり、赤崎町及び三陸町綾里の集落の一部が孤立
状態になる等、救援・捜索活動等に大きな支障を来
したところであります。 
 また、令和２年２月に岩手県が指定した盛川に
おける洪水浸水想定区域に、赤崎町内の同路線区
間が含まれる等、住民生活や通学等における安全・
安心の確保が、喫緊の課題となっております。 
 さらに、本路線につきましては、国際リニアコラ
イダー(ＩＬＣ)建設時を含めた、永浜・山口地区港
湾の利活用による物流促進を図る上でも重要な役
割を担うことが期待されており、物流路線として、
一層の機能強化が求められているところでありま
す。 
 一方、大船渡広田陸前高田線につきましては、周
辺に防災集団移転促進事業により整備した住宅地
がありますが、一部の区間では狭あい箇所や曲線
部が存在していることから、安全・安心な幹線道路
としての整備促進が、強く望まれております。 
 つきましては、災害に強く安全な幹線道路ネッ
トワークの構築を図るとともに、永浜・山口地区港
湾の利活用の促進に資するため、次の事項につい

(１) 三陸町綾里字宮野地内から白浜地内につい
ては、令和２年度に「中曽根工区」として事業
化したところであり、令和６年度は、引き続
き、一部の区間において用地取得・物件補償を
進めてきたところです。今後とも地域の御協
力をいただきながら、整備推進に努めていき
ます。（Ａ） 

 
(２) 未音崎の急カーブの解消については、早期

の整備は難しい状況ですが、交通量の推移や
公共事業予算の動向等を見極めながら総合的
に判断していきます。（Ｃ） 

 
(３) 赤崎地区の新規ルートについては、早期の

整備は難しい状況ですが、交通量の推移や公
共事業予算の動向等を見極めながら総合的に
判断していきます。（Ｃ） 

 
(４) 船河原工区終点から碁石海岸線交差部間に

ついては、早期の整備は難しい状況ですが、交
通量の推移や公共事業予算の動向等を見極め
ながら総合的に判断していきます。（Ｃ） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

沿岸広
域振興
局 

土木部 Ａ：１、 
Ｃ：３ 
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要望月日 要望項目 要望内容 取組状況（方針） 
振興 

局名 

担 当 

所属名 

反映 

区分 

て、特段の御配慮をお願いいたします。 
 
(１) 三陸町綾里字宮野地内から白浜地内にかけ

ての１車線区間の歩道整備を含めた２車線化
の早期着工を図ること。 

 
(２) 三陸町越喜来字泊地内から肥の田地内まで

の区間にある「未音崎」の急カーブの解消を図
ること。 

 
(３) 赤崎地区の津波及び洪水浸水想定区域を迂

回する新規ルートの整備を図ること。 
 
(４) 大船渡広田陸前高田線船河原工区終点から

一般県道碁石海岸線交差部までの改良整備を
図ること。 
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要望月日 要望項目 要望内容 取組状況（方針） 
振興 

局名 

担 当 

所属名 

反映 

区分 

令和６年
７月11日
（木） 

13  一般
県道の改
良整備促
進につい
て 
( １ )  一
般県道丸
森権現堂
線 

 本市内における一般県道につきましては、地域
の生活・産業道路や通勤・通学路として、日常生活
に欠かせない路線であるとともに、主要な観光地
を結ぶ重要な路線であります。 
 しかしながら、これらの路線には依然として狭
い箇所や急カーブ等、安全な通行を阻害する要因
が多く残されております。 
 つきましては、安全・安心なまちづくりと産業や
観光の一層の推進を図るため、次の事項について、
特段の御配慮をお願いいたします。 
 
(１) 一般県道丸森権現堂線：本市の産業振興を

図る上で極めて重要な大船渡市魚市場以南に
おいて、路線の起点部からＢＲＴ交差点まで
の区間の早期改良整備を図ること。 

 路線の起点部からＢＲＴ交差点までの区間につ
いては、早期の整備は難しい状況ですが、今後の交
通量の推移や公共事業予算の動向等を見極めなが
ら総合的に判断していきます。（Ｃ） 

沿岸広
域振興
局 

土木部 Ｃ：１ 

令和６年
７月11日
（木） 

13  一般
県道の改
良整備促
進につい
て 
( ２ )  一
般県道上
有住日頃
市線 

 本市内における一般県道につきましては、地域
の生活・産業道路や通勤・通学路として、日常生活
に欠かせない路線であるとともに、主要な観光地
を結ぶ重要な路線であります。 
 しかしながら、これらの路線には依然として狭
い箇所や急カーブ等、安全な通行を阻害する要因
が多く残されております。 
 つきましては、安全・安心なまちづくりと産業や
観光の一層の推進を図るため、次の事項について、
特段の御配慮をお願いいたします。 
 
(２) 一般県道上有住日頃市線：狭あい・急カー

ブ・急傾斜区間及び六郎峠付近区間の改良整
備を図ること。 

要望の区間については、早期の整備は難しい状
況ですが、今後の交通量の推移や公共事業予算の
動向等を見極めながら総合的に判断していきま
す。（Ｃ） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

沿岸広
域振興
局 

土木部 Ｃ：１ 
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要望月日 要望項目 要望内容 取組状況（方針） 
振興 

局名 

担 当 

所属名 

反映 

区分 

令和６年
７月11日
（木） 

13  一般
県道の改
良整備促
進につい
て 
( ３ )  一
般県道唐
丹日頃市
線 

 本市内における一般県道につきましては、地域
の生活・産業道路や通勤・通学路として、日常生活
に欠かせない路線であるとともに、主要な観光地
を結ぶ重要な路線であります。 
 しかしながら、これらの路線には依然として狭
い箇所や急カーブ等、安全な通行を阻害する要因
が多く残されております。 
 つきましては、安全・安心なまちづくりと産業や
観光の一層の推進を図るため、次の事項について、
特段の御配慮をお願いいたします。 
 
(３) 一般県道唐丹日頃市線：日頃市町関谷交差

点から下宿までの区間の歩道整備及び赤坂峠
に至る狭あい・急カーブ区間の改良整備を図
ること。 

歩道整備については、県内各地から多くの要望
があり、必要性、緊急性等を考慮しながら整備を進
めている状況です。要望の区間については、早期の
整備は難しい状況ですが、交通量の推移や公共事
業予算の動向等を見極めながら総合的に判断して
いきます。（Ｃ） 
 赤坂峠付近については、早期の整備は難しい状
況ですが、今後の交通量の推移や公共事業予算の
動向等を見極めながら総合的に判断していきま
す。（Ｃ） 

沿岸広
域振興
局 

土木部 Ｃ：２ 

令和６年
７月11日
（木） 

13  一般
県道の改
良整備促
進につい
て 
( ４ )  一
般県道崎
浜港線 

 本市内における一般県道につきましては、地域
の生活・産業道路や通勤・通学路として、日常生活
に欠かせない路線であるとともに、主要な観光地
を結ぶ重要な路線であります。 
 しかしながら、これらの路線には依然として狭
い箇所や急カーブ等、安全な通行を阻害する要因
が多く残されております。 
 つきましては、安全・安心なまちづくりと産業や
観光の一層の推進を図るため、次の事項について、
特段の御配慮をお願いいたします。 
 
(４) 一般県道崎浜港線：浪板地区における急カ

ーブ区間の解消を図ること。 
 
 
 
 

 一般県道崎浜港線浪板地区については、早期の
整備は難しい状況ですが、今後の交通量の推移や
公共事業予算の動向等を見極めながら総合的に判
断していきます。（Ｃ） 

沿岸広
域振興
局 

土木部 Ｃ：１ 
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要望月日 要望項目 要望内容 取組状況（方針） 
振興 

局名 

担 当 

所属名 

反映 

区分 

令和６年
７月11日
（木） 

13  一般
県道の改
良整備促
進につい
て 
( ５ )  一
般県道吉
浜上荒川
線 

 本市内における一般県道につきましては、地域
の生活・産業道路や通勤・通学路として、日常生活
に欠かせない路線であるとともに、主要な観光地
を結ぶ重要な路線であります。 
 しかしながら、これらの路線には依然として狭
い箇所や急カーブ等、安全な通行を阻害する要因
が多く残されております。 
 つきましては、安全・安心なまちづくりと産業や
観光の一層の推進を図るため、次の事項について、
特段の御配慮をお願いいたします。 
 
(５) 一般県道吉浜上荒川線：根白地区における

狭あい区間の改良整備を図ること。 

一般県道吉浜上荒川線根白地区については、早
期の整備は難しい状況ですが、今後の交通量の推
移や公共事業予算の動向等を見極めながら総合的
に判断していきます。（Ｃ） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

沿岸広
域振興
局 

土木部 Ｃ：１ 
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要望月日 要望項目 要望内容 取組状況（方針） 
振興 

局名 

担 当 

所属名 

反映 

区分 

令和６年
７月11日
（木） 

14  大船
渡港の港
湾施設整
備と利用
促進につ
いて 

 国際港湾都市を標ぼうする本市におきまして、
大船渡港は、物流ネットワークの形成と活力に満
ちた地域づくりを支える根幹施設であり、県内の
海上貨物の約 57％を取り扱う拠点港として、本市
はもとより、県勢の発展に大きく寄与していると
ころであります。 
 国際フィーダーコンテナ定期航路と内航コンテ
ナ静脈輸送航路につきましては、官民一体となっ
た積極的なポートセールス等が奏功し、大船渡港
のコンテナ貨物取扱量は、着実に増加しておりま
す。 
 また、関連施設・設備の荷役・運搬での港湾利用
を見据え、国際リニアコライダー(ＩＬＣ)の実現
に向けた活動への参画等に鋭意取り組む中、大船
渡港永浜・山口地区工業用地につきましては、ＩＬ
Ｃ関連での活用検討のため、平成 29 年から、用地
の分譲に係る公募が一時中断されております。 
 ＩＬＣの建設に当たりましては、建設候補地に
最も近い大船渡港の担う役割や物流施設としての
活用等を勘案しますと、地域経済への波及効果を
高める上で、建設地までのアクセス道路の整備促
進や港湾施設における物流・防災機能の強化とと
もに、ＩＬＣ関連の動向を踏まえた当該工業団地
の活用方針の早期決定が、大変重要であると受け
止めております。 
 つきましては、港湾物流機能を核とした地域経
済の振興を図るため、次の事項について、特段の御
配慮をお願いいたします。 
 
(１) ＩＬＣ実現に係る永浜・山口地区工業用地

の具体的な活用方針を早期に決定すること。 
 

(１) ＩＬＣ建設の際は、クライオモジュールや
測定器など、海外で製作された大型の実験装
置の海運物流の拠点として、大船渡港などの
建設候補地近傍の既存港湾が活用され、その
周辺には製品の検査・組立・保管拠点が整備さ
れることが想定されています。 
これを踏まえ、貴市及び本県を含む関係自

治体、大学等で構成される東北ＩＬＣ事業推
進センターでは、現在、保管施設等の整備も含
めた機器輸送に係る広域的な計画の策定に向
けた検討が進められているところであり、県
としては、引き続き、こうした同センターの取
組を支援していきます。（Ｂ） 

 
(２) 大船渡港永浜・山口地区の岸壁(-10m)1 ﾊﾞｰ

ｽの整備については、既存の港湾施設の利用状
況や取扱貨物の推移、企業立地の動向等を見
極めながら、必要に応じて検討していきます。
（Ｃ） 

 
(３) 港湾施設使用料については状況に応じて減

免措置を実施しているところです。 
   国際フィーダーコンテナ定期航路について

は、平成 25 年９月の就航以来、取扱貨物量が
増加傾向にあります。  

  国際フィーダーコンテナ定期航路の安定運
営及び利用促進に資する制度の創設について
は、船社や荷主の意向、企業の物流動向等を踏
まえ、取扱貨物量の増加による県内への経済
波及効果や税収効果の増大が十分かつ確実に
見込まれる制度とし、各港湾における制度上
の均衡を確保する必要もあることから、その

沿岸広
域振興
局 

経営企
画部、
土木部 

Ｂ：３、 
Ｃ：２ 
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要望月日 要望項目 要望内容 取組状況（方針） 
振興 

局名 

担 当 

所属名 

反映 

区分 

(２) 永浜・山口地区岸壁(水深－10ｍ、延長 340
ｍ)を整備すること。 

 
(３) 港湾施設使用料の低減と国際フィーダーコ

ンテナ定期航路の安定運営及び利用促進に資
する制度を創設すること。 

 
(４) 大規模地震に対応した耐震強化岸壁を早期

に整備すること。 
 
(５) 高機能コンテナ荷役機械(ガントリークレー

ン)を早期に整備すること。 

効果や県と各港湾所在市との役割分担などに
ついて、必要に応じて検討していきます。（Ｂ） 

 
(４) 大船渡港の耐震強化岸壁整備については、

令和２年２月の岩手県地方港湾審議会におい
て港湾計画を変更し、野々田地区岸壁(-7.5m)
１ﾊﾞｰｽを災害時の緊急物資対応施設として位
置付けたところです。 

  耐震強化岸壁の整備については、今後、施工
方法や概略事業費を整理したうえで、公共事
業予算の推移や事業の優先度等を勘案しなが
ら事業化の時期について検討していきます。   
また、令和７年度政府予算要望において、既

存岸壁の耐震化に関する補助事業についての
制度拡充を要望したところであり、引き続き
国へ働きかけていきます。（Ｂ） 

 
(５) 高機能コンテナ荷役機械（ガントリークレ

ーン）の整備については、既存の港湾施設の利
用状況や取扱貨物量の推移、企業立地の動向
等を見極めながら、必要に応じて検討してい
きます。（Ｃ） 
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要望月日 要望項目 要望内容 取組状況（方針） 
振興 

局名 

担 当 

所属名 

反映 

区分 

令和６年
７月11日
（木） 

15  不登
校対策に
係る人員
の確保に
ついて 

 「児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸
課題に関する調査」によると、小中学校における全
国の不登校児童生徒数は 10 年連続で増加し、令和
４年度は、299,048 人と過去最多となっておりま
す。 
 本市におきましては、不登校への対応として、
「不登校対策大船渡モデル」を策定し、中学校全校
への心の教室相談員の配置や適応指導教室への教
育相談員の配置等、不登校の未然防止、早期発見、
組織的早期対応に努めております。 
 しかしながら、本市においても、近年、不登校児
童生徒数が増加傾向にあることから、多様な学習
機会を確保し、学びの質の向上に向けて、対象児童
生徒への支援を更に充実させる必要があります。 
 また、いわゆる「別室登校」の児童生徒も増加し
ていることから、これらに対応する教員の確保と
負担軽減が課題となっております。 
 これまで、課題校対応加配等の教員を配置して
いただきながら学校を運営してきたものの、現在
の体制のままでは、不登校児童生徒等一人一人に
応じた安定的・継続的な支援が、困難になることが
懸念されます。 
 つきましては、不登校を始めとした、児童生徒の
個に応じた支援や個別最適な学びを充実させるた
めの人員確保について、特段の御配慮をお願いい
たします。 

 不登校等の生徒指導上課題を有する学校に対す
る児童生徒支援加配については、令和６年度は、大
船渡市の中学校２校に児童生徒支援加配を措置し
ているところです。また、学校ごとに抱える課題へ
の対応を目的とした課題校対応加配については、
令和６年度は、大船渡市の中学校２校に配置して
おります。 
 引き続き、各市町村や各学校の状況を踏まえな
がら、適正な加配措置を講じていきます。 
 なお、県教育委員会では、不登校児童生徒の学び
の場や居場所を確保するため、令和７年度予算に
おいては、市町村が校内教育支援センターに支援
員を配置するための経費を補助することとしてい
ます。 
 今後も、学校内外の教育支援センターの設置促
進につながるよう、指導員の人件費などの設置・運
営に係る補助制度などの財政措置の拡充について
国に要望していきます。(Ｂ) 
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